
約270万円 約300万円 約380万円 約600万円 所得制限無し
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全額支援

2/3支援

1/3支援
1/4支援等

多子世帯・理工農系

【R6拡充】

年収目安

全額支援

多子世帯

【R7拡充 】

【 現 行 制 度 】

「加速化プラン」による施策の充実 【多子世帯の大学等授業料・入学金の無償化】

高等教育費により理想のこども数を持てない状況を払拭するため、2025 年度から、多子世帯の学生等については授業料等を無償
とする措置等を講ずることとし、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図ることを含め、早急に具体化する。

●多子世帯の大学等授業料・入学金の無償化（所得制限なし）
➢多子世帯の学生等については、大学・短大・高専（4・5年

生）・専門学校の授業料・入学金を所得制限を設けず無償化

➢２０２５（令和７）年度から実施

高等教育費支援の大幅拡充

多子世帯であっても、経済
状況にかかわらず、こども
を大学等に進学させられる
ようになり、理想のこども
の数を持てる
ようになる

課題

◆ 子育てや教育にお金がかかりすぎる
ことから、理想の子供の数を断念。
特に、大学など高等教育の費用の負
担が重い

◆ これは理想の子供の数が３人以上の
夫婦で顕著

加速化プランでの対応 目指す姿

＊多子世帯：扶養される子供が３人以上の世帯（扶養
する子供が３人以上いる間は第１子から無償の対象）

＊現行制度同様、授業料支援上限は、大学の場合、国公立約54
万円、私立70万円（大学以外も校種・設置者ごとに設定）

授業料支援の上限

現行制度と同様、
国公立大学：約54万円
私立大学：70万円
（入学金は国公立約28万
円、私立26 万円）
(大学以外も校種・設置者
ごとに設定)

授
業
料
減
免
以
外
の

現
金
の
支
援

【給付型奨学金】

貸与型奨学金
（無利子）

貸与型奨学金
（有利子）

約800万円 約1100万円
▼ ▼

1/4（多子）

全額支援

2/3支援

1/3支援



子供が１人の場合の大学等の教育費
（「子供２人で１人は高卒後に就職」等を含む）

「子供３人を扶養している間の大学等無償化」のイメージ

○子供が何人いても、全ての世帯の大学等の授業料等の負担を最大２人分までにする
※子供が多い家庭への支援という趣旨

○あわせて、「同時に多くの子供を扶養して、家計負担が重くなっている時期」の教育費負担を軽減。

考え方

②多子世帯の
教育費負担を軽減

③教育費負担が
集中する間は
併せて支援

①困窮世帯は
給付型奨学金及び
授業料等減免で支援

大
学
等
の
教
育
費
（
将
来
分
を
含
む
図
）

２
人
分

第２子（高校生以下等）

○「高等教育費が障壁となって３人以上の子を持てない」という状況を改善
※予定の子供数が理想より少ない世帯において、最も多い理想子供数は「理想３人以上」。
※「理想３人以上」の場合、理想の子供数を持たない理由として最も顕著なのは子育て・教育費。

○多子世帯において、長子等の教育費負担が第２子以降に影響しないようにする。

目指す効果
（例）

第１子

第２子第１子 第３子

第２子（大学生等）

子供が２人の場合の大学等の教育費
（「子供３人で１人は高卒後に就職」等を含む）

子供が３人以上の場合の大学等の教育費

第１子
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